
知っていますか？被害者のこと
～聴いてみよう!被害者の声～ 定員250名

東京都中野区中野二丁目９番７号
JR線・東京メトロ東西線「中野駅」南口より徒歩８分

なかのＺＥＲＯ小ホール

講　演（手話通訳あり）

大塚 淳子 氏
コーディネーター

パネリスト

講師 和田 真理 氏

「奪われた１５歳の命 
　　～交通犯罪被害者遺族の実情～」

犯罪被害者ご遺族

講師 松井 克幸 氏
犯罪被害者ご遺族 
公益社団法人 
ぎふ犯罪被害者支援センター理事

「犯罪被害者・遺族の存在」 「考えてみよう！私たちにできること」

パネルディスカッション（手話通訳あり）

帝京平成大学現代ライフ学部教授

13：30～16：00（開場13：00）令和3年11月20日（土） 開催日時

会　　場

事前申込制【11月19日まで】（定員になり次第締切り）
メール、電話又はＦＡＸにて、参加者の「お名前」「電話番号」「メール
アドレス」を中野区健康福祉部福祉推進課へお知らせください。
申込先メールアドレス：hanzaihigaishasien@city.tokyo-nakano.lg.jp　
申込先電話番号：03-3228-5713 申込先FAX番号 03-3228-5662

参加方法

●会場ではマスクの着用、アルコール消毒等の感染予防対策のご
協力をお願いいたします。

●新型コロナウイルスの感染状況によって、イベント内容を変更又は中
止させていただく場合がございます。

          コインパーキング

※施設専用の駐車場はありません。 お車でお越しの方は、地図に記載の
　　ある周辺のコインパ ーキングをご利用願います。
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中野区健康福祉部福祉推進課 ☎03-3228-5713（直通）　東京都人権部人権施策推進課 ☎03-5388-2589（直通）お問合せ先

警視庁／公益社団法人被害者支援都民センター／東京都町会連合会／ 東京都民生児童委員連合会／東京都公立中学校 PTA 協議会／ 
一般社団法人東京都小学校 PTA 協議会／東京都商工会議所連合会／ 東京都商工会連合会／社会福祉法人東京都社会福祉協議会／ 
東京都生活協同組合連合会／一般社団法人東京都病院協会／ 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会／公益社団法人全日本不動産協会 東京都本部

　　　　／中野区 主催

後援

定員▶5名　対象年齢▶６か月～未就学児　一時保育

事前申込制（11 月 12 日まで）☎03-3228-5713

令和３年度 犯罪被害者週間行事 入場無料

松井 克幸 氏
和田 真理 氏



■ 講師　松井 克幸 氏（犯罪被害者ご遺族・公益社団法人ぎふ犯罪被害者支援センター理事）
　平成 24年 5月、岐阜県瑞浪市で、幼稚園教諭であった実の妹の洋子さん（当時 40歳）を強盗殺人事件で喪った。
　事件後、犯罪被害者・遺族が軽視されていることに疑問を抱き、犯罪の発生から裁判の終了までどのようなことが
起こるのか被害者遺族の視点から訴え、支援の一層の充実に向けて、講演活動を続けている。
　公益社団法人ぎふ犯罪被害者支援センター理事、特定非営利活動法人犯罪被害当事者ネットワーク「緒あしす」の
メンバー。

■ 講師　和田 真理 氏（犯罪被害者ご遺族）
　平成 27年３月、長野県佐久市で長男樹生さん (当時 15歳 ) を、自宅目の前の横断歩道で、飲酒運転のドライバー
にはねられ、直ちに救護されずに喪った。加害者は呼気アルコール検査時、酒気帯び運転の基準に満たず「過失運転致
死罪」で起訴。禁固３年執行猶予５年の刑が確定した。執行猶予期間中の加害者の再犯等、現在も数々の副次的被害が
続く中、同じ哀しみがくり返されぬよう、自助グループでの被害者支援や被害者条例の普及等、啓蒙活動に取り組ん
でいる。

■ コーディネーター 大塚 淳子 氏  （帝京平成大学現代ライフ学部教授）
　精神科医療機関等で精神保健福祉士として勤務した経験から、犯罪被害者の孤立および被害による生活困難の重
度化を防ぐために、早期支援や多機関連携が必要と痛感する。平成 28年に犯罪被害者等暮らし・支援検討会（くらし
えん）を立ち上げた有志で「犯罪被害者等相談支援マニュアル　はじめて担当になったあなたへ＜行政職員編＞」を
発行。
　多機関連携の推進を目指し、平成 27～30年度「地域における犯罪被害者支援体制の整備促進事業」（横浜市・警察
庁）、令和元年度「犯罪被害者等支援ハンドブック作成事業」（静岡県・警察庁）等、多数の自治体においてスーパーバ
イザーを務めた。現在、「東京都犯罪被害者等支援施策検討委員会」委員。

11月25日～12月1日は
犯罪被害者週間です

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の
成立日である12月1日以前の1週間が「犯罪被害者週間」と定められました。

○専門の相談員による電話相談
○各種の支援制度の紹介、情報提供

専門の相談員による面接相談
精神科医等によるカウンセリング、 
警察署・検察庁・裁判所などへの付添、 
東京都の経済的支援策に関するご相談 等 

○その他、電話等の相談内容により下記の支援を実施

公益社団法人被害者支援都民センター（東京都公安委員会指定の犯罪
被害者等早期援助団体）が対応します。 

月・木・金 ９：30 ～17：30
火・水
※祝日、年末年始を除く

03－5287－3336 

９：30 ～19：00

特定非営利活動法人 性暴力救援センター・東京（SARC 東京）が対応します。

24時間365日　受付

はやくワンストップ
03－5607－0799
または＃8891（全国共通ダイヤル）

受付時間

電　　話

受付時間

電　　話

犯罪被害者のための東京都総合相談窓口 東京都性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター

○電話相談、面接相談を行っています。
○必要に応じて専門の相談員が医療機関や警察、
関係機関等に付き添います。

性暴力救援ダイヤルN
ナ
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ナ
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Not alone, Not afraid

もう1人じゃないよ、恐れずに連絡して。


